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東
京
都
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
八
日

東
京
都
知
事

石

原

慎
太
郎

�
東
京
都
規
則
第
二
十
三
号

東
京
都
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中

「

東
京
都
御
岳

ビ
ジ
タ
ー
セ

ン
タ
ー

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
一
月
三

日
ま
で
及
び
毎
週
月
曜
日
（
そ
の
日

が
都
民
の
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ

の
翌
日
と
す
る
。
）

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
半
ま
で

を

東
京
都
奥
多

摩
ビ
ジ
タ
ー

セ
ン
タ
ー

東
京
都
高
尾

ビ
ジ
タ
ー
セ

ン
タ
ー

午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

東
京
都
小
笠

原
ビ
ジ
タ
ー

セ
ン
タ
ー

毎
週
土
曜
日
及
び
日
曜
日
、
小
笠
原

丸
の
入
港
日
、
三
月
二
十
一
日
か
ら

四
月
五
日
ま
で
、
四
月
二
十
九
日
か

ら
五
月
六
日
ま
で
並
び
に
八
月
一
日

か
ら
十
七
日
ま
で
（
以
下
「
繁
忙

期
」
と
い
う
。
）
を
除
く
日

午
前
八
時
半
か
ら
午
後
五
時
ま
で

（
午
前
十
二
時
か
ら
一
時
三
十
分
ま

で
を
除
く
。
）

た
だ
し
、
繁
忙
期
に
お
い
て
は
午
前

八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
ま
で

（
午
前
十
二
時
か
ら
午
後
一
時
三
十

分
ま
で
を
除
く
。
）

」

「

東
京
都
御
岳

ビ
ジ
タ
ー
セ

ン
タ
ー

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
一
月
三

日
ま
で
及
び
毎
週
月
曜
日
（
そ
の
日

が
休
日
又
は
都
民
の
日
に
当
た
る
と

き
は
、
そ
の
翌
日
と
す
る
。
）

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま

で

東
京
都
奥
多

摩
ビ
ジ
タ
ー

セ
ン
タ
ー
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東
京
都
高
尾

ビ
ジ
タ
ー
セ

ン
タ
ー

午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

に
、

東
京
都
小
笠

原
ビ
ジ
タ
ー

セ
ン
タ
ー

お
が
さ
わ
ら
丸
が
二
見
港
を
出
港
し

て
い
る
間
の
日
。
た
だ
し
、
知
事
が

別
に
定
め
る
日
を
除
く
。

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま

で
。
た
だ
し
、
知
事
が
別
に
定
め
る

日
に
あ
っ
て
は
、
午
前
八
時
三
十
分

か
ら
午
後
九
時
ま
で

」

「

東
京
都
立
小

峰
公
園
小
峰

ビ
ジ
タ
ー
セ

ン
タ
ー

十
二
月
二
十
九
日

か
ら
翌
年
一
月
三

日
ま
で
及
び
毎
週

月
曜
日
（
そ
の
日

が
都
民
の
日
に
当

た
る
と
き
は
、
そ

の

翌

日

と

す

る
。
）

を
「

東
京
都
立
小

峰
公
園
小
峰

ビ
ジ
タ
ー
セ

ン
タ
ー

十
二
月
二
十
九
日
か

ら
翌
年
一
月
三
日
ま

で
及
び
毎
週
月
曜
日

（
そ
の
日
が
休
日
又

は
都
民
の
日
に
当
た

る
と
き
は
、
そ
の
翌

日
と
す
る
。
）

に
改
め
る
。

東
京
都
立
奥

多
摩
湖
畔
公

園
山
の
ふ
る

さ
と
村
ビ
ジ

タ
ー
セ
ン
タ

ー

」

東
京
都
立
奥

多
摩
湖
畔
公

園
山
の
ふ
る

さ
と
村
ビ
ジ

タ
ー
セ
ン
タ

ー

十
二
月
二
十
九
日
か

ら
翌
年
一
月
三
日
ま

で

」

別
表
第
三

一
の
項
中
「
九
十
一
円
」
を
「
九
十
五
円
」
に
、
「
十
五
円
」
を
「
十
四
円
」
に
、

「

五
円

」
を
「

六
円

」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
中
「
八
千
八
百
円
」
を
「
八
千
四
百
円
」
に
改
め

る
。別

表
第
四
中
「
百
四
円
」
を
「
百
七
円
」
に
、
「
七
十
四
円
」
を
「
七
十
六
円
」
に
、
「
十
八
円
」

を
「
十
九
円
」
に
、
「
四
十
六
円
」
を
「
四
十
八
円
」
に
、
「
九
十
三
円
」
を
「
九
十
六
円
」
に
、

「
三
十
七
円
」
を
「
三
十
八
円
」
に
、
「
七
百
四
十
四
円
」
を
「
七
百
六
十
八
円
」
に
、
「
十
一
円
」

を
「
十
二
円
」
に
、
「
千
百
六
十
二
円
」
を
「
千
二
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
廃
棄
物
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
八
日

東
京
都
知
事

石

原

慎
太
郎

�
東
京
都
規
則
第
二
十
四
号

東
京
都
廃
棄
物
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
廃
棄
物
規
則
（
平
成
五
年
東
京
都
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
十
六
号
様
式
�裏
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

医
学
系
総
合
研
究
所
の
助
成
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
東
京
都
規
則
で
定
め
る
一
般
財

団
法
人
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
八
日

東
京
都
知
事

石

原

慎
太
郎

�
東
京
都
規
則
第
二
十
五
号

医
学
系
総
合
研
究
所
の
助
成
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
東
京
都
規
則
で
定

め
る
一
般
財
団
法
人
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

医
学
系
総
合
研
究
所
の
助
成
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
東
京
都
規
則
で
定
め
る
一
般
財

団
法
人
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

東
京
都
医
学
総
合
研
究
所
の
助
成
等
に
関
す
る
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
東
京
都
規
則

で
定
め
る
一
般
財
団
法
人
を
定
め
る
規
則

「
医
学
系
総
合
研
究
所
の
助
成
等
に
関
す
る
条
例
」
を
「
東
京
都
医
学
総
合
研
究
所
の
助
成
等
に
関

す
る
条
例
」
に
、
「
第
二
条
」
を
「
第
一
条
」
に
、
「
財
団
法
人
東
京
都
医
学
研
究
機
構
」
を
「
財
団

法
人
東
京
都
医
学
総
合
研
究
所
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

心
身
障
害
者
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
八
日

東
京
都
知
事

石

原

慎
太
郎

�
東
京
都
規
則
第
二
十
六
号

心
身
障
害
者
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

心
身
障
害
者
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百
十
三
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号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
受
給
者
証
の
有
効
期
間
）

第
七
条

受
給
者
証
の
有
効
期
間
は
、
条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
受
理
し
た
日
の
属
す
る
月

の
初
日
か
ら
同
日
以
後
の
直
近
の
八
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

２

受
給
者
証
は
、
毎
年
九
月
一
日
に
更
新
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
受
給
者
証
の
有
効
期
間
は
、

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
日
か
ら
翌
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

４

条
例
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
（
別
記
第
九
号
様

式
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
損
害
賠
償
の
請
求
権
の
譲
渡
）

第
十
二
条

条
例
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
損
害
賠
償
の
請
求
権
の
譲
渡
は
、
心
身
障
害
者

医
療
費
助
成
制
度
に
係
る
債
権
譲
渡
に
つ
い
て
（
別
記
第
十
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に

よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

条
例
第
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
債
権
譲
渡
通
知
書
（
別
記
第
十
一
号
様
式
）

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

別
記
第
八
号
様
式
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。


